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県
民
手
帳
は
、
手
帳
と
し
て
の

機
能
の
ほ
か
、
県
内
市
町
の
イ
ベ

ン
ト
や
官
公
庁
の
所
在
地
な
ど
、

仕
事
や
暮
ら
し
に
役
立
つ
情
報
が

充
実
し
て
い
ま
す
。

●

サ
イ
ズ
・
カ
バ
ー
色
・
価
格（
税
込
）

▽
Ａ
５
版
（
21
㌢
×
14
・
７
㌢
）

　
ピ
ン
ク
　
１
３
０
０
円

▽
大
型
（
15
・
４
㌢
×
８
・
８
㌢
）

　
ブ
ル
ー
　
７
０
０
円

▽
小
型
（
11
・
８
㌢
×
７
㌢
）

　
ブ
ル
ー
　
５
５
０
円

●

販
売
場
所
　

　
情
報
広
報
課
市
民
サ
ー
ビ
ス
係
、

各
町
・
地
区
公
民
館 

な
ど

●

問
合
先  

情
報
広
報
課
市
民
サ
ー

　
ビ
ス
係
（
　
☎
㉓
２
１
３
３
）

●

日
　
時
　
12
月
17
日
（
木
）

午
前
11
時
30
分
〜
午
後
０
時
15
分

●

場
　
所
　
伊
万
里
農
林
高
校

●

販
売
物
　

▽
イ
チ
ゴ
、
ト
マ
ト
、
サ
ラ
ダ
た

ま
ね
ぎ
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
ベ

ビ
ー
リ
ー
フ
、
シ
ク
ラ
メ
ン

▽
ス
モ
ー
ク
チ
キ
ン
、
ケ
ー
キ
、

ク
ッ
キ
ー
　
な
ど

●

問
合
先  

伊
万
里
農
林
高
校

（
☎
㉓
４
１
３
８
）

手
帳
や
療
育
手
帳
を
持
た
な
い
人

も
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
す
れ
ば
、

税
法
上
の
『
障
害
者
控
除
』
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●

対
象
者

▽
65
歳
以
上
で
、
12
月
31
日
現
在
、

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
２

以
上
の
人
の
う
ち
、
次
の
よ
う

に
判
定
さ
れ
て
い
る
場
合

①
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
度
が
ラ
ン
ク
Ⅱ
以
上

②
障
害
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立

度
（
寝
た
き
り
度
）
が
ラ
ン
ク

Ａ
以
上

※
12
月
31
日
ま
で
に
申
請
し
た
人 

は
介
護
認
定
後
の
内
容
で
決
定

▽
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
療

育
手
帳
が
未
交
付
で
、
児
童
相

談
所
ま
た
は
更
生
相
談
所
で
知

的
障
害
と
判
定
さ
れ
て
い
る
人

▽
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
身

体
障
害
者
手
帳
が
未
交
付
で
、

12
月
31
日
ま
で
に
交
付
を
申
請

し
て
い
る
人

●

認
定
申
請
に
必
要
な
も
の

　
印
鑑
（
朱
肉
使
用
の
も
の
）

※
代
理
申
請
の
場
合
は
、
代
理
人

の
印
鑑
も
必
要
で
す
。

●

申
請
・
問
合
先  

　
福
祉
課
社
会
福
祉
係

（
　
☎
㉓
２
１
５
６
）

●

介
護
に
関
す
る
問
合
先

　
長
寿
社
会
課
高
齢
福
祉
・
介
護

認
定
係
（
☎
㉓
２
１
６
２
）

参
加
す
る
た
め
に
は
、『
指
名
を
受

け
る
資
格
を
有
す
る
業
者
』
と
し

て
の
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。
今

回
、
平
成
28
年
４
月
以
降
の
登
録

の
た
め
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
こ
の
登
録
は
参
加
指
名
を

約
束
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●

対
象
業
種
　

①
物
品
関
係
（
物
品
の
購
入
、
修

繕
、
製
造
、
賃
貸
借
な
ど
）

②
建
設
工
事
、
測
量
お
よ
び
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
委

託
、
維
持
管
理
等
業
務
委
託

●

資
格
有
効
期
間

①
物
品
関
係
（
定
期
）

　
平
成
28
年
４
月
１
日
〜

平
成
30
年
３
月
31
日（
24
か
月
）

②
建
設
工
事
、
業
務
委
託
（
追
加
）

　
平
成
28
年
４
月
１
日
〜

平
成
29
年
３
月
31
日（
12
か
月
）

●

受
付
期
間
　
12
月
７
日（
月
）〜

平
成
28
年
１
月
８
日（
金
）必
着

※
期
間
終
了
後
の
受
付
は
不
可

●

申
請
書
類
　
業
種
に
よ
っ
て
必

　
要
書
類
が
異
な
り
ま
す
。市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
契
約
監
理
課

に
備
え
付
け
の
要
領
を
確
認
の

う
え
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●

申
請
・
問
合
先
　
契
約
監
理
課

（
　
☎
㉓
２
１
７
６
）

　
確
定
申
告
で
は
、
身
体
障
害
者

●

注
意
事
項
　

▽
着
信
音
が
鳴
り
ま
す
の
で
、
不

都
合
な
場
合
は
、
こ
の
時
間
帯

は
電
源
を
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
機
種
に
よ
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
利
用
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
受

信
可
能
機
種
や
設
定
方
法
な
ど

に
つ
い
て
は
、
携
帯
電
話
会
社

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●

問
合
先
　
防
災
危
機
管
理
課

（
　
☎
㉓
２
１
３
０
）

●

受
付
内
容
　

▽
家
庭
内
や
近
隣
と
の
も
め
ご
と
、

女
性
や
子
ど
も
、
高
齢
者
へ
の

虐
待
、
差
別
な
ど
の
人
権
問
題

▽
相
続
や
不
動
産
、
借
地
借
家
、

金
銭
貸
借
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

●

日
　
時
　
12
月
２
日
（
水
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

●

場
　
所
　
南
波
多
公
民
館

●

担
　
当
　
人
権
擁
護
委
員

岩
永
　
孝
雄
さ
ん

井い

之の

　
一か
ず

行ゆ
き

さ
ん

●

問
合
先
　
佐
賀
地
方
法
務
局
伊

　
万
里
支
局
（
☎
㉓
２
４
９
２
）

　
市
が
行
う
入
札
（
見
積
り
）
に

　
11
月
28
日
（
土
）
に
実
施
す
る

県
原
子
力
防
災
訓
練
に
お
い
て
、

訓
練
用
の
『
緊
急
速
報
メ
ー
ル
』

（
エ
リ
ア
メ
ー
ル
）
を
市
内
の
携

帯
電
話
に
配
信
し
ま
す
。

※
エ
リ
ア
メ
ー
ル
と
は
、
対
象
地

域
内
に
あ
る
携
帯
電
話
に
、
災

害
情
報
な
ど
を
無
料
で
配
信
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
で
す
。

●

時
間
帯  

午
前
９
時
〜
９
時
30
分

※
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
、
ソ
フ
ト
バ
ン

ク
（
Ｙ
！
ｍ
ｏ
ｂ
ｉ
ｌ
ｅ
を
含

む
）、
ａ
ｕ
の
携
帯
電
話
に
１

回
送
信
し
ま
す
。

お
知
ら
せ

『伊万里市人口ビジョン』（案）および『伊万
里市まち・ひと・しごと創生総合戦略』（案）
に対する意見の提出はありませんでした。
当ビジョンおよび総合戦略は、企画政策課、
情報広報課市民サービス係、各町・地区公
民館、市民図書館で閲覧できます。

● 問合先　企画政策課企画係
（　 ☎㉓２１２４）

パブリックコメントの結果 県
原
子
力
防
災
訓
練
で

緊
急
速
報
メ
ー
ル
配
信

無
料
特
設
人
権
相
談

有
資
格
業
者
登
録
申
請

（
指
名
願
）
の
受
付

障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
で
税
負
担
の
軽
減

平
成
28
年
版
『
さ
が

県
民
手
帳
』
の
販
売

学
校
生
産
物
直
売

旬
の
駅
『
の
う
り
ん
』

通知カードや個人番号カード、マイナンバー制度に関するお問い合わせは
『マイナンバー総合フリーダイヤル』　０１２０−９５−０１７８（通話料無料）
※【平日】午前９時30分〜午後10時、【土・日曜日、祝日】午前９時30分〜午後５時30分（12月29日〜１月３日を除く）
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